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令和７年横審第３７号 

裁    決 

貨物船Ａ灯浮標衝突事件 

 

  受  審  人  ａ 

    職  名 Ａ船長 

    海技免許 三級海技士（航海） 

 

 本件について、当海難審判所は、理事官小林努出席のうえ審理し、次

のとおり裁決する。 

 

             主    文 

 

 受審人ａの三級海技士（航海）の業務を１か月停止する。 

 

             理    由 

 （海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

 令和７年５月２１日１５時４０分半少し過ぎ 

 千葉港葛南区 

２ 船舶の要目 

  船 種 船 名 貨物船Ａ 

  総 ト ン 数 ４９９トン 

  全   長 ７６.２０メートル 

  機関の種類 ディーゼル機関 

   出   力 １,３２３キロワット 
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３ 事実の経過 

(1) 設備及び性能等 

Ａは、平成２６年５月に進水した船尾船橋型鋼製貨物船で、船橋

前部中央に舵輪、その前方に電子海図システム、舵輪左舷側にレー

ダー２台、舵輪右舷側に機関コンソールをそれぞれ備えていた。 

海上試運転成績表（船体部）によれば、船首１.５０メートル船

尾３.１６メートルの喫水のとき、前進速力１４.０１ノットの状態

で、後進試験の際、全速力後進を発令してから船体停止までに要し

た時間が２分１３秒、旋回試験の際、舵角を左右それぞれ３５度と

して９０度回頭するのに要する各時間が３９秒及び３７秒、各旋回

直径が８４メートル及び９８メートルであった。 

(2) 市川水路 

市川水路は、千葉港葛南区のほぼ中央部に設けられた長さ約  

２.５海里、幅約２００メートル、水深約６.５メートルの水路で、

同水路の両側に８基の灯浮標が設置され、その周囲が水深２メート

ル未満の浅所となっており、海図Ｗ１０８８に、出入する際に千葉

港市川第１号灯浮標（以下、灯浮標の名称については「千葉港市川

第」の冠称を省略する。）と２号灯浮標の間を航行する旨が記載さ

れていた。 

(3) 本件発生に至る経緯 

Ａは、ａ受審人ほか５人が乗り組み、空倉のまま、船首１.９メ

ートル船尾３.４メートルの喫水をもって、令和７年５月２１日 

１５時１５分千葉港葛南区を発し、茨城県鹿島港に向かった。 

ところで、ａ受審人は、船長として、市川水路を３０回以上航行

した経験を有しており、各灯浮標の配置や水路の幅等、その水路の

状況を十分に承知していた。 
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また、ａ受審人は、発航に先立ち、強風注意報等が発表されてい

る旨の情報を入手していたことから、風の状況次第では、市川水路

出航後に千葉港内で錨泊する可能性を考え、乗組員に対し、錨泊の

準備を指示していたものであった。 

ａ受審人は、離岸操船に引き続き単独で船橋当直に就き、電子海

図システムをノースアップ表示で約２海里の範囲を表示させ、共に

ヘッドアップ表示で０.７５海里及び０.５海里レンジとしたレーダ

ー２台をそれぞれ作動させた状態で、１５時２９分半少し前市川水

路に入航し、自動操舵で南下を始めた。 

ａ受審人は、南南西風が時折強く吹く状況下、市川水路の西寄り

を航行していたつもりが、４号灯浮標に接近したことから、喫水が

浅い状態なので風の影響を受けていると考え、１５時３７分半千葉

県浦安市所在の標高３メートルの四等三角点高洲（以下「高洲三角

点」という。）から０７２度（真方位、以下同じ。）２.５海里の

地点で、針路を１５４度に定め、１１.２ノットの速力（対地速力、

以下同じ。）で、手動操舵に切り替えて進行した。 

ａ受審人は、市川水路の南方に数隻の錨泊船を認め、同水路出航

後にそれらの西方を航過することとし、１５時４０分少し過ぎ高洲

三角点から０８３度２.６海里の地点で、右舵をとって緩やかに回

頭を始めた。 

右回頭を始めたとき、ａ受審人は、１号灯浮標まで２００メート

ルのところとなり、そのまま回頭を続けると、同灯浮標に向かって

接近する状況であったが、自船が、２号灯浮標との位置関係から、

１号灯浮標から少し離れたところを航過するものと思い、電子海図

システムで同灯浮標との相対位置を確認するなど、船位の確認を十

分に行わなかったので、このことに気付かなかった。 
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こうして、ａ受審人は、右回頭しながら１号灯浮標に向かって接

近を続け、１５時４０分半少し過ぎ高洲三角点から０８５度２.６

海里の地点において、Ａは、船首が１６７度を向き、１０.９ノッ

トの速力となったとき、その右舷船首部が同灯浮標に衝突した。 

当時、天候は晴れで風力４の南南西風が吹き、潮候は下げ潮の末

期にあたり、視界は良好で、東京湾沿岸の千葉県浦安、同県市川、

同県船橋及び同県習志野各市（以下「東京湾沿岸千葉県各市」とい

う。）に強風及び波浪注意報が発表されていた。 

衝突の結果、右舷船首部外板に擦過傷、推進器翼の曲損等を、１

号灯浮標はやぐら支柱に破断等をそれぞれ生じた。 

 

 （原因及び受審人の行為） 

 本件灯浮標衝突は、千葉港葛南区において、東京湾沿岸千葉県各市に

強風及び波浪注意報が発表されている状況下、市川水路を出航中、右回

頭を始めた際、船位の確認が不十分で、緩やかに右回頭しながら１号灯

浮標に向かって接近を続けたことによって発生したものである。 

 ａ受審人は、千葉港葛南区において、東京湾沿岸千葉県各市に強風及

び波浪注意報が発表されている状況下、市川水路を出航中、右回頭を始

めた場合、そのまま回頭を続けると、１号灯浮標に向かって接近する状

況であったのだから、同灯浮標に衝突することのないよう、電子海図シ

ステムで１号灯浮標との相対位置を確認するなど、船位の確認を十分に

行うべき注意義務があった。ところが、同人は、自船が、２号灯浮標と

の位置関係から、１号灯浮標から少し離れたところを航過するものと思

い、船位の確認を十分に行わなかった職務上の過失により、１号灯浮標

に向かって接近する状況に気付かないまま回頭を続けて衝突を招き、船

体及び同灯浮標にそれぞれ損傷を生じさせるに至った。 
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 以上のａ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第２号を適用して同人の三級海技士（航海）の業務を

１か月停止する。 

 

 よって主文のとおり裁決する。 

 

   令和８年３月２５日 

     横浜地方海難審判所 

          審 判 官  上  羽  直  樹 

 


